
（様式１－Ｃ） 

借入(リース）物件仕様書(自動車） 

 １ 車種等 

  車   種 災害対策車両（普通乗用自動車）（ハイブリッド車） 

ミッション    ＡＴ( ○ )   ＭＴ（  ） 

駆 動 方 式   ４ＷＤシステム付き 

  台   数    １台 

  燃   料  ガソリン 総排気量 3,000CCクラス以下 

  乗用定員    ７～８人 

  車体サイズ（mm）  全長  4,685mm以上 

 全幅  1,695mm以上 

 全高  1,825mm以上 

  室内サイズ（mm）    室内長 2,930mm以上 

 室内幅 1,500mm以上 

   室内高 1,400mm以上 

  ドア数    ５枚 

  車体カラー    白又はシルバー系 

  指定文字等  「横浜市」文字のマグネット ２枚 （下地色は車体カラーに合わせる。） 

装備品 別紙「災害対策車両仕様書」のとおり 

特別装備 別紙「災害対策車両仕様書」のとおり 

例示車種 メーカー、車名、グレード

日産  セレナ

トヨタ ノア、ヴォクシー

ホンダ ステップワゴン

横浜市グリーン購入の

推進に関する基本方針 
適合 ・ 非該当または不適合でも可（どちらかに〇） 

その他参考事項 現在の使用状況  ： 年間平均走行距離  約 6,000 ㎞ 

ドライバーの状況 ：   専任   複数人 （どちらかに○） 

別紙１ 



２ 物品納入期限   令和５年３月 15日 

３ 借入期間(本年度分)      令和５年３月１日から令和５年３月 31日まで 

４ 借入月数(本年度分）   １箇月 

５ 予定借入期間    ６年 

  及び最終日   令和 11年２月 28日 

６ 物品保管場所    所在地  横浜市中区本町６丁目 50番地の 10 

   名 称    横浜市総務局危機管理課 

   ＴＥＬ  045-671-2171

７ 付帯事項 

(1) 物品の搬入・撤去等

運搬・搬入及び撤去に要する費用は、すべて賃貸人の負担とする。

(2) 公租・公課

リース期間中（登録時を含む。）における公租公課については、賃貸人の負担とする。

ただし、契約期間（更新した場合を含む。）中に自動車に関する新税が創設された場合又は税額等

が変更された場合は、賃借人と賃貸人とは、当該増減額分の取扱いについて協議の上決定する。 

(3) 入札方法

この入札は、３に掲げる借入期間（本年度分）における賃借料の総価により行う。

(4) 賃借料の支払い

賃借料の支払いは、毎月後払いとする。なお、借入開始日の属する月の賃借料については、借入開

始日にかかわらず、月額賃借料を支払うものとする。また、予定借入期間の最終日が属する月（最終

日が月末の場合を除く。）の賃借料については、支払わないものとする。 

(5) 自動車リサイクル料

当該車両にかかる自動車リサイクル料については、賃貸人の負担とする。

(6) 保険・車検・点検整備

賃貸借契約約款第５条の規定にかかわらず、リース期間中（登録時を含む。）における自動車損害

賠償責任保険については賃貸人の負担とし、その他保険料・車検・点検整備については、賃借人の負

担により賃借人が手続を行うものとする。 

(7) 物品の再リース・売却

賃貸人は、予定借入期間満了後、本市の求めに応じて、物品を再リース又は売り渡すものとする。

再リースする場合の月額賃貸料又は売り渡す場合の売買価格については、両者の協議の上決定する。 

(8) 賃貸借契約約款第７条第２項中「又は使用」を削除して適用する。

(9) 賃貸借契約約款第 12条中「設置場所」とあるのは「保管場所」と読み替えて適用する。

８ 発注局課 

  所在地 横浜市中区本町６丁目 50番地の 10 

  担当者 総務局危機管理課  ＴＥＬ：045-671-2171 

  ＦＡＸ：045-641-1677 



災害対策車両仕様書 
横浜市総務局危機管理課 

第１ 総則 

１ この仕様書は、横浜市総務局がリースする災害対策車両（以下「本車両」という。） 

  について必要な事項を定める。 

２ 本車両は、「道路運送車両法」（昭和 26年６月１日法律第 185号）に基づき、自動車としての

承認が得られるものであること。 

３ 仕様打ち合わせ 

 請負者は、契約締結後、原則として２週間以内に仕様内容について当局と打ち合わせを行う。 

第２ 装備 

１ 装備品 

(1) パワーウインド

(2) パワーステアリング

(3) 両側電動スライドドア

(4) 集中ドアロック

(5) ＣＤ一体ＡＭ/ＦＭラジオ（時計付）（Bluetooth接続可能）

(6) フォグランプ

(7) エアバック（運転席・助手席）

(8) ＡＢＳ、ブレーキアシスト

(9) 自動ブレーキ（コーナーセンサー含む）

(10) エアコン

(11) サイドバイザー

(12) 車輪止め２個（硬質ゴム製、ロープ及びロープフック付）

(13) 非常信号用具一式（発煙筒、非常信号灯（大型２色タイプ・電池付）、三角停止表示板）

(14) タイヤチェーン一式（非金属製とするが、純正品であれば金属製でも可）

(15) ホイール付きスタッドレスタイヤ

（納品時は標準タイヤを装備し、スタッドレスタイヤは別途納品）

(16) フロアマット

(17) 標準工具一式

(18) ＡＢＣ消火器

(19) ３列目座席は床下格納又は跳ね上げ式

(20) その他（毛はたき、スポンジ、セーム等）



２ 特別装備（ぎ装） 

(1) ＳＤレコーダー付車載用アンプ（40W・マイク含む）

: NDS-402A（UNI-PEX）（同等品）

(2) スピーカー一式（出力 50W以上とし、取り付け位置は仕様打ち合わせ時に相談。

ルーフキャリアなど外部から見える箇所に取り付ける場合は、着脱可能な

仕様であること、又は、バンパー裏やボンネット内など外部から見えない

箇所に取り付ける場合は、着脱不可能な仕様でも可とする。） 

    : SPS-50N（PATLITE）（同等品） 

(3) カーナビゲーションシステム

(4) バックビューカメラ

(5) ＥＴＣユニット（新スプリアス規格）（セットアップ含む）

(6) ドライブレコーダー（前・後）

（32GB以上のメモリーカードが付属されていること、25fps以上かつフリッカー対策が

されていること）（より詳細な仕様は、仕様打ち合わせ時に相談） 

第３ 新規登録、検査等 

(1) 新規登録

請負者が本車両整備後に、神奈川運輸支局において新規登録を行う。

(2) 検査

納品時に、次のとおり総務局危機管理室が検査を実施する。

ア 車両外観検査

イ 各装備の作動確認検査

ウ 装備品等の検査

エ その他

【参考資料】 第２の２「特別装備（ぎ装）」の(1)取付位置イメージについて 




